
議案第８８号  

 

 

都市公園を設置すべき区域の決定について  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

平成２７年  ９  月  ２  日  

 

 

提出者  調布市長  長  友  貴  樹     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 都市公園法第３３条第５項の規定により，提案するものであります。  



都市公園を設置すべき区域の決定について  

 

 

次のとおり都市公園を設置すべき区域を決定する。  

 

 

１  区域  調布市下石原１丁目５８番地５の一部ほか  

２  面積  約０．２ヘクタール  
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